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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面シートと吸収体とを有し、前記吸収体の肌側表面に、受液領域と、この受液領域の
少なくとも両側方に位置する遮蔽領域とが設けられた吸収性物品において、
　前記受液領域に液透過性の表面シートが設けられ、前記遮蔽領域では、前記表面シート
の肌側表面、または前記表面シートと前記吸収体との間に液透過性の遮蔽シートが重ねら
れており、
　前記遮蔽シートは、多数の液透過孔と前記液透過孔を囲む多数の小壁とを有する樹脂フ
ィルムで形成され、前記樹脂フィルムは前記小壁が突出している面が対面するように折り
畳まれていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記遮蔽シートは、その折り部が、前記受液領域に向けられた内縁とされている請求項
１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記樹脂フィルムの折り畳まれた部分では、突出している前記小壁は互いに一致してい
ない請求項１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記表面シートが、多数の液透過孔と吸収体方向へ突出する多数の小壁を有する樹脂フ
ィルムで形成されている請求項１ないし３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】



(2) JP 4523866 B2 2010.8.11

10

20

30

40

50

　前記遮蔽シートおよび表面シートは、前記受液領域に向けられた内縁から外側へ所定の
距離を空けた位置で吸収体に接合されている請求項１ないし４のいずれかに記載の吸収性
物品。
【請求項６】
　背面シートと吸収体と、前記吸収体の肌側表面に設けられる液透過性の表面シートとを
有し、前記吸収体の肌側表面に、受液領域と、この受液領域の少なくとも両側方に位置す
る遮蔽領域とが設けられた吸収性物品において、
　前記表面シートは多数の液透過孔と前記液透過孔を囲む多数の小壁とを有する樹脂フィ
ルムで形成され、
　前記表面シートは前記受液領域および前記遮蔽領域に設けられ、前記遮蔽領域では、前
記樹脂フィルムは前記小壁が突出している面が対面するように折り畳まれていることを特
徴とする吸収性物品。
【請求項７】
　前記表面シートの折り畳まれた部分では、突出している前記小壁は互いに一致していな
い請求項６に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記表面シートは、前記受液領域に向けられた内縁から外側へ所定の距離を空けた位置
で吸収体に接合されている請求項６または７に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記遮蔽領域において、前記表面シートの上に、多数の液透過孔と前記液透過孔を囲む
多数の小壁とを有する樹脂フィルムで形成された液透過性の遮蔽シートが重ねられている
請求項６または７に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記表面シートおよび遮蔽シートは、前記受液領域に向けられた内縁から外側へ所定の
距離を空けた位置で吸収体に接合されている請求項９に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経血や膣排泄物を吸収する生理用ナプキン、パンティライナー、あるいは尿
取りパッドなどとして使用される吸収性物品に係り、特に液が吸収されたときに、肌側の
表面において液の色を目視できる範囲を制限するための遮蔽領域が設けられた吸収性物品
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品は、吸収体と、肌側表面に位置する液透過性の表面シートと、着衣側表面に
位置する液不透過性の背面シートとを有している。表面シートに液が与えられると、この
液が吸収体に吸収されて吸収体内で拡散する。しかし、肌側表面に体圧が作用すると、吸
収体に吸収された液が表面シートの表面に浸出し、その結果、吸収性物品を肌側表面から
目視したときに吸収された液の色が見えやすくなる問題がある。
【０００３】
　経血を吸収する生理用ナプキンとして使用される吸収性物品では、経血の色が吸収性物
品の色に比べて目立ちやすく、使用中または使用後の吸収性物品を肌側から見たときに、
吸収体内で拡散した経血の色および表面シートの肌側表面に浸出した経血の色が目立ちや
すい。
【０００４】
　吸収体の液の吸収容量が多く、実際にはほとんど全ての経血が吸収体に保持されていて
も、使用中または使用後の吸収性物品を肌側表面から見たときに、経血の拡散範囲が左右
に広がっていると、使用者に対し経血が側方へ洩れるのではとの不安を与え、また吸収体
内で拡散した経血が肌に触れて肌を汚すのではないかとの心配を与えやすい。
【０００５】
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　以下の特許文献１には、吸収体と表面シートとの間において、吸収体の周囲を覆うマス
キング部材が介在した衛生ナプキンが開示されている。特許文献１に記載されているマス
キング部材は、有孔賦形フィルムで形成されている。この有孔賦形フィルムは、多数の液
透過孔が形成されているともに、液透過孔の周囲に吸収体に向く方向へ突出する壁部が形
成されている。このマスキング部材は、液を吸収体から肌側へ向けて透過する傾向が小さ
いため、マスキング部材を有する領域では、肌側表面への液の浸出を防止しやすいという
ものである。
【特許文献１】特表平１０－５０００４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の従来の吸収性物品は以下の課題を有している。
　従来の吸収性物品は、吸収体の周囲においてマスキング部材と表面シートとが重ねられ
ているが、単にマスキング部材と表面シートとを重ねただけでは、マスキング部材と表面
シートとが体圧により圧縮されたときに潰れる恐れがあり、その結果、表面シートの肌側
表面に経血が戻るおそれがある。
【０００７】
　また、特許文献１に記載のものは、マスキング部材が、吸収体と表面シートとの間に介
在し、吸収性物品の肌側表面の全域に表面シートが現れている。そのため、経血が表面シ
ートを伝わって左右の広い範囲に拡散しやすい。
【０００８】
　また、表面シートを透過した経血が、表面シートとマスキング部材との間に入り込んで
毛細管作用により表面シートとマスキング部材との隙間内で広がるおそれがある。この経
血が表面シートを通して目視されることになり、マスキング部材が本来の遮蔽機能を発揮
できなくなる。
【０００９】
　本発明は上記従来の課題を解決するものであり、身体に装着されて体圧を受けたときに
、吸収体に保持された液が遮蔽領域の表面に戻りにくく、遮蔽領域において液の色を目立
たなくすることが可能な吸収性物品を提供することを目的としている。
【００１０】
　また、本発明は、吸収体内で拡散し、または表面シートと吸収体との境界面で拡散した
液の色を、遮蔽領域において隠蔽しやすい構造の吸収性物品を提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、背面シートと吸収体とを有し、前記吸収体の肌側表面に、受液領域と、この
受液領域の少なくとも両側方に位置する遮蔽領域とが設けられた吸収性物品において、
　前記受液領域に液透過性の表面シートが設けられ、前記遮蔽領域では、前記表面シート
の肌側表面、または前記表面シートと前記吸収体との間に液透過性の遮蔽シートが重ねら
れており、
　前記遮蔽シートは、多数の液透過孔と前記液透過孔を囲む多数の小壁とを有する樹脂フ
ィルムで形成され、前記樹脂フィルムは前記小壁が突出している面が対面するように折り
畳まれていることを特徴とするものである。
【００１８】
　本発明では、前記遮蔽シートは、その折り部が、前記受液領域に向けられた内縁とされ
ていることが好ましい。
【００１９】
　上記発明では、遮蔽領域において、表面シートの肌側表面、または前記表面シートと前
記吸収体との間に２枚の樹脂フィルムが位置し、しかもこの樹脂フィルムの折り内面には
上下に小壁が位置しているため、折り畳まれた２枚の樹脂フィルムの間隔を空けることが
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できる。よって体圧を受けたときに、吸収体に吸収されている液が遮蔽領域の肌側表面に
浸出しにくい。また、樹脂フィルムの折り部が受液領域に向けられているため、経血が折
られた２枚の樹脂フィルムの間に入り込みにくい。そのため、色の遮蔽効果を高めること
ができる。
【００２０】
　また、前記表面シートが、多数の液透過孔と吸収体方向へ突出する多数の小壁を有する
樹脂フィルムで形成されているものが好ましい。
【００２１】
　遮蔽シートのみならず表面シートが多数の小壁を有していると、遮蔽領域に重ねられた
表面シートと遮蔽シートの合計の厚み寸法を大きくでき、体圧で圧縮されたときにシート
の厚みが減少しにくい。
【００２２】
　また、本発明では、前記遮蔽シートおよび表面シートは、前記受液領域に向けられた内
縁から外側へ所定の距離を空けた位置で吸収体に接合されていることが好ましい。
【００２３】
　遮蔽領域において、内縁から外側へ所定距離空けた位置に前記接合部が形成されている
と、表面シートと吸収体との境界面での液の拡散が接合部で制限され、横洩れの不安をさ
らに減少させることができる。
【００２４】
　また、本発明は、背面シートと吸収体と、前記吸収体の肌側表面に設けられる液透過性
の表面シートとを有し、前記吸収体の肌側表面に、受液領域と、この受液領域の少なくと
も両側方に位置する遮蔽領域とが設けられた吸収性物品において、
　前記表面シートは多数の液透過孔と前記液透過孔を囲む多数の小壁とを有する樹脂フィ
ルムで形成され、
　前記表面シートは前記受液領域および前記遮蔽領域に設けられ、前記遮蔽領域では、前
記樹脂フィルムは前記小壁が突出している面が対面するように折り畳まれていることを特
徴とするものである。
　また前記表面シートは、前記受液領域に向けられた内縁から外側へ所定の距離を空けた
位置で吸収体に接合されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明では、遮蔽領域の遮蔽機能を高めることができる。また本発明では、吸収体と表
面シートとの境界面で拡散した経血などの色を遮蔽領域で効果的に遮蔽できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図１は本発明の第１の実施の形態の吸収性物品１を肌側表面から見た平面図、図２は図
１に示す吸収性物品１をＩＩ－ＩＩ線で切断した状態を模式的に示す断面図、図３は、図
２の断面図の拡大図、図４はさらに図３の一部拡大図である。
【００３４】
　この吸収性物品１および吸収性物品１を構成する各部材では、肌に向けられる面を肌側
表面とし、それと逆側の面を着衣側表面とする。図１に示すように、吸収性物品１はＹ方
向が縦方向で、Ｘ方向が横方向または幅方向である。この吸収性物品１は、女性の股間部
に装着されて経血や膣排泄物を吸収する生理用ナプキンとして使用されるものであり、縦
方向の長さ寸法が幅寸法よりも大きい縦長形状である。
【００３５】
　吸収性物品１には吸収体１０が設けられている。吸収体１０は粉砕パルプが積層されて
親水性のティッシュペーパで包まれたもの、または、粉砕パルプと高吸水性樹脂の粒状体
とが混合されてティッシュペーパで包まれたものである。あるいは、積層されたパルプが
アクリル系などのバインダーで接合されたエアーレイドパルプ、前記エアーレイドパルプ
に高吸水性樹脂が含まれたものなどである。
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【００３６】
　吸収体１０は平面形状がほぼ長方形であり、前方に凸側が向けられる曲線形状の前端部
１１と、後方に凸側が向けられる曲線形状の後端部１２と、縦方向に直線状に延びる右側
端部１３および左側端部１４とを有している。この吸収性物品１は、前記吸収体１０が設
けられている領域の肌側表面において、縦方向中心線Ｏｙに沿う幅寸法Ｗ１の範囲が受液
領域２０であり、その両側部において幅寸法がＷ２で縦方向に連続して延びる範囲が遮蔽
領域３０，３０である。吸収性物品１は、吸収体１０が設けられている全域において経血
や膣排泄物を受けることが可能であるが、前記受液領域２０は、その領域を装着時に膣口
に当接させて、膣口からの排泄液を主として受ける領域である。
【００３７】
　なお、肌側表面の両側部のみならず、肌側表面の前後の領域にも遮蔽領域を形成するこ
とができる。
【００３８】
　前記遮蔽領域３０は、吸収体１０の右側端部１３および左側端部１４から縦方向中心線
Ｏｙに向かう幅寸法Ｗ２が、１０ｍｍ以上であることが好ましく、さらに好ましくは１５
ｍｍ以上である。幅寸法Ｗ１の上限は特に規定されないが、受液領域２０の幅寸法Ｗ１を
４０ｍｍ以上確保することが好ましく、さらに好ましくは受液領域２０の幅寸法Ｗ１は５
０ｍｍ以上である。
【００３９】
　吸収性物品１の着衣側表面には、背面シート８が設けられ、吸収体１０と背面シート８
とはホットメルト型接着剤などで接着固定されている。背面シート８は、液不透過性であ
り、ポリエチレン樹脂フィルムなどで形成されている。
【００４０】
　背面シート８の外形は吸収性物品１の外形と一致している。吸収性物品１は、縦方向前
方へ向けて突曲線状の前縁部２と、縦方向後方へ向けて突曲線状の後縁部３を有している
。前縁部２は、吸収体１０の前端部１１よりも前方に位置し、後縁部３は吸収体１０の後
端部１２よりも後方に位置している。
【００４１】
　背面シート８の一部は、吸収体１０の右側端部１３よりも外方へ突出し、また背面シー
ト８の一部は吸収体１０の左側端部１４よりも外方へ突出している。そして、吸収性物品
１には、前方において吸収体１０の右側端部１３および左側端部１４よりも外側へ突出す
る前方側部突出片４，４が形成され、後方において前記右側端部１３および左側端部１４
よりも外側へ突出する後方側部突出片５，５が形成されている。また、前方側部突出片４
，４と後方側部突出片５，５との間には、左右両側へ比較的長く突出する折り返しフラッ
プ部６，６が設けられている。
【００４２】
　背面シート８の着衣側表面では、吸収体１０が設けられている領域に本体部感圧接着剤
層が設けられ、前記折り返しフラップ部６，６の部分にフラップ部感圧接着剤層が設けら
れ、吸収性物品１を使用する前には、それぞれの感圧接着剤層が離型シートで覆われて保
護されている。吸収性物品１が下着のクロッチ部の内面に装着されるときに、前記本体部
感圧接着剤層がクロッチ部内面に固着される。また折り返しフラップ部を下着のクロッチ
部の両側縁から下着の外面に向けて折り曲げ、前記フラップ感圧接着剤層を下着の外面に
固着させる。
【００４３】
　吸収体１０の肌側表面には、受液領域２０と遮蔽領域３０，３０の双方にわたって表面
シート２１が設けられている。表面シート２１は、吸収体１０の前端部１１よりも前方に
おいて背面シート８に接着などの手段で接合され、吸収体１０の後端部１２よりも後方に
おいても背面シート８と接合されている。さらに、図２に示すように、表面シート２１の
両側部は、吸収体１０の右側端部１３よりも外側、および左側端部１４よりも外側に延び
、前方側部突出片４，４と後方側部突出片５，５および折り返しフラップ部６，６におい
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て、背面シート８に接合されている。また、表面シート２１と吸収体１０は、液の透過を
妨げない量のホットメルト型接着剤で接着されている。
【００４４】
　図３および図４に示すように、この表面シート２１は、多数の液透過孔２１ａが形成さ
れた開孔樹脂フィルムである。前記液透過孔２１ａの周囲には、吸収体１０に向けて突出
する小壁２１ｂが形成されている。この小壁は液透過孔２１ａの周囲に筒状に形成されて
いる。図４に示すように、フィルム面２１ｃでの液透過孔２１ａの開孔径（開孔直径）Ｄ
１よりも、小壁２１ｂの先端での開孔径（開孔直径）Ｄ２の方が小さく、液透過孔２１ａ
は、吸収体１０に向けて徐々に狭くなる形状である。このような形状の液透過孔２１ａは
、肌側表面から吸収体１０に向けて液が通過しやすいが、吸収体１０に吸収された液は、
小壁２１ｂが障壁となって液透過孔２１ａ内に戻りにくい。
【００４５】
　この液透過孔２１ａおよび小壁２１ｂは、いわゆるパーフォレーション法で形成するこ
とができる。このパーフォレーション法は、液透過孔２１ａに対応する開孔が形成された
多孔板の上に、加熱して軟化させた樹脂フィルムを重ね、多孔板の逆側からエアーを吸引
し、多孔板の開孔内に軟化した樹脂フィルムを引き込むことにより形成される。
【００４６】
　表面シート２１での液透過孔２１ａのフィルム面２１ｃでの開孔面積率は、２５％以下
であり、好ましくは１５％以下である。また、個々の液透過孔２１ａのフィルム面２１ｃ
での開孔径Ｄ１は、１．５ｍｍ以下が好ましく、０．８ｍｍ以下がさらに好ましい。開孔
面積と開孔径が前記範囲内であると、表面シート２１の肌側表面に与えられた液が、液透
過孔２１ａ内を通過して吸収体１０に移行しやすく、また吸収体１０に吸収されている液
が表面シート２１の肌側表面に戻りにくくなる。表面シート２１の肌側表面または吸収体
１０に向く着衣側表面には、界面活性剤などの親水処理剤が塗工され、または樹脂フィル
ム内に練り込まれている。この親水処理剤は、樹脂フィルムに対して０．２５～０．５質
量％の範囲が好ましい。前記範囲を超えると、樹脂フィルムが液と馴染みやすくなり、吸
収体１０に吸収された液が液透過孔２１ａを経て肌側表面に戻りやすくなる。
【００４７】
　前記遮蔽領域３０には、遮蔽シート３１が設けられている。この遮蔽シート３１は、前
記表面シート２１と同様の開孔樹脂フィルムである。遮蔽シート３１は、パーフォレーシ
ョン法によって、多数の液透過孔３１ａと、この液透過孔３１ａの周囲を囲む小壁３１ｂ
が形成されている。フィルム面３１ｃでの液透過孔３１ａの開孔径（開孔直径）はＤａで
あり、小壁３１ｂの先端での開孔径（開孔直径）はＤｂであり、ＤｂはＤａよりも小さい
。この液透過孔３１ａは、フィルム面３１ｃから遠ざかるにしたがって徐々に開孔径が減
少する形状である。
【００４８】
　フィルム面３１ｃでの液透過孔３１ａの開孔面積率の好ましい範囲、および個々の液透
過孔３１ａのフィルム面３１ｃでの開孔径Ｄａの好ましい範囲は、前記表面シート２１と
同じである。遮蔽シート３１には、撥水処理剤が塗工されまたは練り込まれていることが
好ましい。この撥水処理剤は、遮蔽シート３１において、小壁３１ｂが突出している側で
ある裏面に塗工されまたは練り込まれていることが好ましい。この撥水処理剤を含ませる
ことにより、遮蔽領域３０において、吸収体１０に吸収されている液が肌側表面に浸出す
るのを防止しやすくなる。
【００４９】
　遮蔽シート３１は２枚重ねに折り畳まれて表面シート２１の肌側表面に重ねられており
、遮蔽シート３１の折り部３２が、縦方向中心線Ｏｙに向けられて、縦方向中心線Ｏｙと
平行に配置されている。すなわち、前記折り部３２が、遮蔽領域３０の内縁となっている
。遮蔽領域３０は、表面シート２１を構成する開孔樹脂フィルムと、２つ折りされた遮蔽
シート３１である２枚の開孔樹脂フィルムとの、合計３枚の開孔樹脂フィルムが重ねられ
た構造である。遮蔽領域３０の内縁に、遮蔽シート３１の折り部３２が位置しているため
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、受液領域２０に与えられた液が、２つ折りされた遮蔽シート３１どうしの対面部内に入
り込みにくくなり、２つ折りの遮蔽シート３１による液の色の隠蔽効果を高くできる。
【００５０】
　図１に示すように、２枚重ねに折り畳まれた遮蔽シート３１は、その前端が、吸収性物
品１の前縁部２に一致し、吸収体１０の前端部１１と吸収性物品１の前縁部２との間で、
遮蔽シート３１が表面シート２１に接着されている。同様に、遮蔽シート３１の後端は、
吸収性物品１の後縁部３に一致し、吸収体１０の後端部１２と吸収性物品１の後縁部３と
の間で、遮蔽シート３１が表面シート２１に接着されている。また、吸収体１０の右側端
部１３およびこの右側端部１３よりも右外側において、遮蔽シート３１が表面シート２１
に接着されている。同様に、吸収体１０の左側端部１４および左側端部１４よりも外方に
おいて、遮蔽シート３１が表面シート２１に接着されている。また遮蔽シート３１と表面
シート２１とが接着されている領域では、二つ折りされた遮蔽シート３１どうしも互いに
接着されている。
【００５１】
　ただし、吸収体１０の肌側表面に位置する遮蔽領域３０では、遮蔽シート３１と表面シ
ート２１とが接合されていない。すなわち、吸収体１０の肌側表面では、吸収体１０の右
側端部１３と折り部３２との間、および左側端部１４と折り部３２との間で、且つ吸収体
１０の前端部１１と後端部１２との間において、遮蔽シート３１が表面シート２１に接合
されていない。またこの領域では、２つ折りされた遮蔽シート３１が、その対面部におい
て接着されていない。遮蔽領域３０では、表面シート２１と２つ折りされた遮蔽シート３
１の合計３枚の開孔樹脂フィルムが互いに接着されていないため、開孔樹脂フィルム間に
空隙が形成され、体圧を受けたときに厚み寸法が減少しにくく、また圧縮力が解除された
ときに基の厚みに復元しやすい。
【００５２】
　前記表面シート２１を形成している樹脂および遮蔽シート３１を形成している樹脂は、
高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンとの混合樹脂であり、高密度ポリエチレンが６
０～７０質量％の範囲で含まれているものが好ましい。この樹脂フィルムであると、小壁
２１ｂと小壁３１ｂが弾力性を有し、加圧時の厚み寸法、および加圧前の厚みに対する加
圧後の厚みの比が前記数値範囲内に入りやすい。ただし、表面シート２１と遮蔽シート３
１は、ポリ塩化ビニール、ポリ塩化ビニリデン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタ
レートなどの樹脂材料で形成することも可能である。
【００５３】
　また、表面シート２１と２枚折りされた遮蔽シート３１との間が非接着ポケットとなっ
ているため、受液領域２０に与えられた経血などが表面シート２１に伝わって横方向へ流
れた場合でも、この経血を非接合ポケット内に入り込ませることができ、遮蔽領域３０の
肌側表面に経血などが付着しにくい。
【００５４】
　図１に示すように、この吸収性物品１では、遮蔽領域３０に接合部３３が設けられ、こ
の接合部３３において、２枚重ねの遮蔽シート３１と表面シート２１とが接合され、さら
には表面シート２１と吸収体１０とが接合されている。この接合部はホットメルト型接着
剤を用いた接着であってもよいが、この実施の形態では、図３に示すように、接合部３３
において、遮蔽シート３１と表面シート２１とが吸収体１０に向けて加圧され圧縮された
状態で、樹脂フィルムが吸収体１０に融着されている。この接合部３３は、熱シール工程
または超音波シール工程で形成されている。
【００５５】
　図１では、吸収性物品１の横方向基準線Ｏｘを示している。この横方向基準線Ｏｘは、
折り返しフラップ部６を縦方向に二分する線である。使用者がこの吸収性物品１を装着す
るときに、縦方向中心線Ｏｙと横方向基準線Ｏｘとの交点付近が、膣口の中心に一致させ
る目安となる。前記接合部３３は、縦方向に延びる間欠線パターンで形成され、左右の間
欠線パターンは、横方向基準線Ｏｘまたはその付近において、幅方向の間隔が最も狭くな
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るように形成されている。また、横方向基準線Ｏｘが、間欠線パターンを縦方向に二分す
る中心に位置している。したがって、この接合部３３のパターンも、縦方向中心線Ｏｙと
横方向基準線Ｏｘとの交点付近を膣口の中心部に一致させるための目安となる。
【００５６】
　表面シート２１の表面を伝わって、表面シート２１と遮蔽シート３１との間に入り込も
うとする経血、あるいは表面シート２１と吸収体１０との境界面に沿って横方向へ拡散す
る経血、さらには吸収体１０の表面層を横方向へ拡散する経血は、前記接合部３３により
遮断されやすくなる。経血の拡散が接合部３３で止められるため、使用者に対し、吸収体
１０で吸収された経血の拡散範囲が、接合部３３までのように認識させることができ、こ
れによっても横洩れなどの不安を解消できる。
【００５７】
　前記接合部３３の形成パターンは、図１に示すような間欠線パターンに限られず、連続
線のパターンであってもよいし、またはドット状の接合部３３が、間隔を空けて形成され
ているものであってもよい。遮蔽シート３１の折り部３２と、接合部３３との横方向の距
離Ｗａは、５～１０ｍｍであることが好ましく、さらに好ましくは３～５ｍｍである。前
記範囲未満であると、接合部３３と折り部３２との間に位置する遮蔽シート３１の自由度
が損なわれ、有効な非接合ポケット部を形成できなくなる。前記範囲を超えると、接合部
３３と折り部３２との間で遮蔽シート３１が自由に変形しやすくなり、吸収性物品１が湾
曲したときに、遮蔽シート３１に縒れが生じやすくなる。
【００５８】
　この吸収性物品１は、縦方向中心線Ｏｙと横方向基準線Ｏｘの交点付近が膣口に装着さ
れ、経血や膣排泄物は主に、前記交点付近に与えられる。この経血は受液領域２０におい
て表面シート２１を透過して吸収体１０に吸収される。遮蔽領域３０では、表面シート２
１と、２枚重ねの遮蔽シート３１が存在し、しかもそれぞれのシートが、小壁２１ｂ，３
１ｂを有し、さらには２枚重ねの遮蔽シート３１は、その対面部に上下双方から突出する
小壁３１ｂが設けられている。よって、遮蔽領域３０を構成する表面シート２１および遮
蔽シート３１は、体圧が作用したときに潰れにくく、吸収体１０に吸収された経血が肌側
表面に浸出しにくい。さらには、２枚重ねの遮蔽シート３１の間にも浸出しにくい。よっ
て遮蔽領域３０において、吸収体１０内に拡散した経血の色を隠蔽できる。
【００５９】
　吸収体１０と表面シート２１との境界面を左右に拡散した経血は、接合部３３で止めら
れ、また表面シート２１と遮蔽シート３１との間に経血が入り込んだとしても接合部３３
で止められる。このように拡散した経血は、接合部３３で止められ、しかも遮蔽シート３
１によって覆われるため、使用中または使用後の吸収性物品１を肌側から見たときに、経
血の左右への拡散が少ないように認識でき、使用者に横洩れの不安や、肌側表面に浸出し
た経血で肌が汚れるのではといった心配を解消させやすくなる。
【００６０】
　以下、遮蔽領域３０の構造の特性と経血の色の遮蔽機能についてさらに詳しく説明する
。
【００６１】
（１）遮蔽領域３０の圧縮厚み
　吸収性物品１の吸収体１０を平面状態に展開した状態において、遮蔽領域３０の少なく
とも１００ｍｍ２の範囲に対して、肌側から１．９６ｋＰａの圧力を与えたときに、表面
シート２１および２枚重ねの遮蔽シート３１の合計の厚み寸法が０．７ｍｍ以上である。
さらには１．０ｍｍ以上であることが好ましい。また加圧前の前記厚みに対し、加圧後の
厚みが０．６～０．８５倍である。また好ましくは０．７～０．８５の範囲である。
【００６２】
　遮蔽領域３０の厚みが前記範囲であると、体圧によって小壁２１ｂ，３１ｂが潰れにく
く、また加圧力を除去したときに基の厚み寸法に復元しやすい。よって、吸収体１０に吸
収されていた経血が遮蔽領域３０の肌側表面に浸出しにくくなり、遮蔽領域３０での遮蔽
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効果を高く維持できる。
【００６３】
　遮蔽領域３０において肌側表面に経血が浸出しずらく、また遮蔽領域３０において経血
の色を隠蔽しやすくするためには、遮蔽領域３０を構成する複数枚のシートのうちの少な
くとも１枚が、液透過孔および小壁を有する開孔樹脂フィルムであることが好ましい。さ
らには遮蔽領域３０に２枚以上の前記開孔樹脂フィルムが設けられていることが好ましい
。
【００６４】
　遮蔽領域３０を構成する開孔樹脂フィルムの組み合わせ構造として、図５（Ａ）（Ｂ）
（Ｃ）（Ｄ）に示すものがある。
【００６５】
　図５（Ａ）に示す吸収性物品１０１は、開孔樹脂フィルムである表面シート２１が、遮
蔽領域３０において２枚重ねに折られており、開孔樹脂フィルムである１枚の遮蔽シート
３１が、遮蔽領域３０において表面シート２１に重ねられている。
【００６６】
　図５（Ｂ）に示す吸収性物品２０１は、肌側表面に１枚の開孔樹脂フィルムである表面
シート２１が設けられている。この表面シート２１は、受液領域２０において、吸収体１
０の肌側表面に１枚のみ重ねられ、左右の遮蔽領域３０では、表面シート２１が３枚重ね
に折られ、この表面シート２１の一部が遮蔽シートとして機能している。
【００６７】
　図５（Ｃ）に示す吸収性物品３０１は、肌側表面に前記表面シート２１が１枚設けられ
ているが、この表面シート２１は、左右の遮蔽領域３０において、上側に折り畳まれて、
その一部が遮蔽シートとして機能している。
【００６８】
　図５（Ｄ）に示す吸収性物品４０１では、遮蔽領域３０において、開孔樹脂フィルムで
ある遮蔽シート３１が２枚重ねに折り畳まれている。そして、開孔樹脂フィルムである表
面シート２１が、受液領域２０において吸収体１０の表面に設けられ、さらに遮蔽領域３
０において、表面シート２１が、２つ折りの遮蔽シート３１の表面側に重ねられている。
【００６９】
　図５（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）に示す各吸収性物品は、いずれも受液領域に開孔樹脂フ
ィルムが１枚存在し、遮蔽領域３０では、３枚の開孔樹脂フィルムが重ねられている。そ
の結果、遮蔽領域３０での色の隠蔽効果を発揮しやすい。
【００７０】
　ただし、図５（Ａ）および図５（Ｃ）に示すように、遮蔽領域３０では、受液領域に位
置する液透過性シートよりも肌側にさらに液透過性シートが重ねられている構造が好まし
い。図５（Ａ）（Ｃ）に示すものでは、吸収性物品の肌側表面を左右に拡散しようとする
経血を、受液遮蔽領域３０において肌側に重ねられている液透過性シートで阻止しやすい
。
【００７１】
　なお、加圧時の厚みと厚みの比が前記範囲内であれば、遮蔽領域３０が、開孔樹脂フィ
ルムと不織布との組み合わせで形成されてもよい。例えば、表面シート２１が液透過性の
不織布で、２枚以上の開孔樹脂フィルムが遮蔽シートとして設けられてもよい。また、表
面シート２１が開孔樹脂フィルムであり、遮蔽シートが、開孔樹脂フィルムと不織布とが
重ねられたものであってもよい。
【００７２】
（２）開孔樹脂フィルムの構造
　表面シート２１や遮蔽シート３１を構成する開孔樹脂フィルムは、第１の実施の形態で
示すパーフォレーション法で形成されたものが好ましい。前記実施の形態で説明した表面
シート２１および遮蔽シート３１は、フィルム面から突出する小壁２１ｂ，３１ｂが筒状
であり、その内径はフィルム面から遠ざかるにしたがって徐々に小さくなる形状である。
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この小壁２１ｂ，３１ｂは圧縮によって潰れにくく、圧縮時の厚み寸法や、圧縮後の厚み
寸法の比を前記（１）で説明した数値範囲内に設定しやすい。
【００７３】
　ただし、前記（１）の数値を満足する限り他の構造の開孔樹脂フィルムを使用すること
が可能である。
【００７４】
　図６に示す液透過性シート１２１は、フィルム面１２１ｃから斜めに延びる小壁１２１
ｂと、この小壁１２１ｂで囲まれた多数の液透過孔１２１ａを有している。この液透過孔
１２１ａは、フィルム面１２１ｃの垂線に対して斜めに延び、開孔径もフィルム面１２１
ｃ側で大きく、小壁１２１ｂの先端に向かうにしたがって徐々に小さくなっている。液透
過孔１２１ａが斜めに延びているため、小壁１２１ｂが突出している側からフィルム面１
２１ｃの表面側に液が戻りにくい。また、液透過孔１２１ａが斜めに形成されているため
、吸収体に吸収された経血の色をフィルム面１２１ｃ側から目視しずらくなり、遮蔽領域
３０において経血を隠蔽する機能を高く発揮できる。
【００７５】
　図７に示す液透過性シート２２１は、フィルム面２２１ｃから突出する多数の小壁２２
１ｂが設けられ、小壁２２１ｂの内部は空洞であり、その内径寸法がフィルム面２２１ｃ
において最大であり、フィルム面２２１ｃから離れるにしたがって徐々に小さくなってい
る。多数設けられた小壁２２１ｂのいずれかでは、小壁２２１ｂの先端が開放されて小壁
２２１ｂ内に液透過孔２２１ａが形成されている。また他の小壁２２１ｂの先端は閉鎖部
２２１ｄにおいて樹脂で塞がれており、液透過孔として機能していない。
【００７６】
　この液透過性シート２２１は、多数の小壁２２１ｂを形成することで、体圧が作用した
ときに厚みの減少が少なく、しかも液透過孔２２１ａの数が限られているため、吸収体１
０に吸収されている経血がフィルム面２２１ｃの肌側表面に浸出しにくい。小壁２２１ｂ
の数に対する、液透過孔２２１ａの数の比率は、３０～８０％の範囲であることが好まし
い。
【００７７】
　図８は、参考例として遮蔽領域３０に設けられる液透過性シートの組み合わせの例を示
している。この例では、表面シート３２１を形成する開孔樹脂フィルムの液透過孔３２１
ａの開孔径が大きく、遮蔽シート３３１を形成する開孔樹脂フィルムの液透過孔３３１ａ
の開孔径が小さい。表面シート３２１の液透過孔３２１ａは、開孔径の大きいため、受液
領域２０に与えられた液を吸収体１０に移行させやすく、遮蔽シート３３１は液透過孔３
３１ａの開孔径が小さいため、体圧が作用したときに潰れにくく、また吸収体１０から肌
側へ液が浸出しにくい。なお、表面シート３２１と遮蔽シート３３１は、図８と上下逆の
配置であってもよい。
【００７８】
　図９に示す参考例は、表面シート４２１が、パーフォレーション法によって多数の液透
過孔４２１ａが形成されたものである。遮蔽シート４３１は、ニードルパンチ法や間欠歯
で樹脂フィルムを部分的に押圧し且つ切断して、樹脂フィルムに液透過孔４３１ａを形成
するとともに、フィルム面４３１ｃから小壁４３１ｂを突出させたものである。この製法
で形成された開孔樹脂フィルムは、パーフォレーション法のように開孔部を形成する部分
の樹脂が一部除去されるものではないため、液透過孔４３１ａを形成する前と形成した後
とで、坪量（単位面積当たりの樹脂量）が変化しない。この遮蔽シート４３１を用いると
、小壁４３１ｂが突出しているために、体圧が与えたときに厚みが減少しにくく、しかも
体圧が作用したときに小壁４３１ｂが液透過孔４３１ａを塞ぐため、吸収体１０から遮蔽
領域３０の肌側表面に向けて液が浸出しにくい。
【００７９】
（３）遮蔽領域の好ましい幅寸法
　遮蔽領域３０を設けない吸収性物品を製造し、この吸収性物品に人工経血を吸収させ、
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吸収体１０の側端部から内側に向けて経血が拡散していない領域の幅寸法が、「０ｍｍ」
「１０ｍｍ」「２０ｍｍ」となるサンプルをそれぞれ用意した。
【００８０】
　１９歳から３９歳までの５０人の女性の被験者とし、被験者に前記各サンプルを観察さ
せて評価させた。評価項目を、「（ｉ）横洩れの不安がなさそう」「（ｉｉ）経血が体に
流れていなさそう」「（ｉｉｉ）経血で体が汚れていなさそう」「（ｉｖ）使用中に経血
によるべたつきが生じなさそう」とし、この評価項目を選択させた。また複数の評価項目
の選択を可とした。
【００８１】
　図１４は、横軸に、吸収体の側端部から内側に人工経血が拡散していない範囲を、「０
ｍｍ」「１０ｍｍ」「２０ｍｍ」で示し、縦軸に、５０人の被験者のうちの（ｉ）（ｉｉ
）（ｉｉｉ）（ｉｖ）の項目を選択した人数の比を該当率（％）として示している。図１
４から、吸収体の側端から１０ｍｍ以上の範囲で経血の色が見えないことが好ましく、さ
らに好ましくは２０ｍｍ以上であることを確認できた。よって、遮蔽領域３０の幅寸法Ｗ
２は、１０ｍｍ以上であることが好ましく、さらに好ましくは２０ｍｍ以上である。
【００８２】
　人工経血は、グリセリン（和光純薬工業株式会社製）３２０ｇと、カルボキシメチルセ
ルロースのナトリウム塩（和光純薬工業株式会社製）３２ｇと、塩化ナトリウム（和光純
薬工業株式会社製）１６ｇと、炭酸水素ナトリウム（和光純薬工業株式会社製）を１６ｇ
と、食用色素製剤（光洋プロダック株式会社製）の赤色１０２号を３１２ｇ、赤色２号を
８ｇ、黄色５号を８ｇ、さらにイオン交換水４リットルとで構成されたもので、粘度が２
２～２６ｍＰａ・ｓのものを使用した。
【００８３】
（４）色差と光線透過率
　図１０は、図１と同じ吸収性物品１であり、接合部３３を形成していないものである。
図１０に示す吸収性物品１の受液領域２０の中央部（縦方向中心線Ｏｙと横方向基準線Ｏ
ｘとの交点付近）に人工経血を与えて、この人工経血を吸収性物品に吸収させ、さらに吸
収性物品１の肌側表面全域に１．９６ｋＰａの圧力を与えた。図１０では、加圧力を除去
した後に、肌側表面に人工経血が滲み出た範囲を（ａ）で示している。また吸収体１０に
吸収された人工経血が、表面シート２１を通して目視される範囲を（ｂ）で示し、吸収体
１０に吸収された人工経血が遮蔽領域３０を通して目視される範囲を（ｃ）で示している
。
【００８４】
　前記範囲（ｃ）と、同じ遮蔽領域３０における範囲（ｃ）以外の白色部分との色差を測
定した。この測定では、遮蔽領域３０において重ねられる液透過性シートを異ならせ、前
記色差ΔＥが「１０」、ΔＥが「２０」、ΔＥが「３０」およびΔＥが「４０」のサンプ
ルをそれぞれ用意した。
【００８５】
　色差ΔＥの測定は、日本電色工業株式会社製の測色色差計「ＺＥ２０００」を使用した
。
【００８６】
　また、前述した女性５０人の被験者に各サンプルを観察させて、（３）と同様にして、
評価項目（ｉ）（ｉｉ）（ｉｉｉ）（ｉｖ）を選択させた。図１２は、横軸に色差ΔＥを
、「１０」「２０」「３０」「４０」で示し、縦軸は、それぞれのサンプルに対して前記
（ｉ）ないし（ｉｖ）の評価項目を選択した人数の比を該当率（％）で示している。
【００８７】
　図１２から、遮蔽領域３０において人工経血が透視される範囲（ｃ）と、それ以外の領
域（白色の領域）との色差ΔＥが２０以下であれば、使用者は、横洩れの不安や身体が汚
れそうと感じる不安を解消できていることが解る。
【００８８】
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　図１３は、吸収体に人工経血を吸収させたときに、この吸収体を覆う液透過性シートの
構造を相違させて、前記範囲（ｃ）と白色領域との色差ΔＥが「１０」「２０」「２５」
「３５」「４０」「５０」となるサンプルを製造し、さらに、それぞれのサンプルでの遮
蔽領域３０のみの光の透過率を測定した。光の透過率の測定は、日本電色工業株式会社製
の交照側光方式色差計「３００Ａ」を使用した。
【００８９】
　図１３から、遮蔽領域３０において色差ΔＥを「２０」以下とするためには、遮蔽領域
３０において吸収体１０の上に位置している複数の液透過性シートの光の透過率が４０％
以下が好ましいことが解る。
【００９０】
　上記のように、色差ΔＥを２０以下とし、また光の透過率を４０％以下とするためには
、遮蔽領域３０に設けられている液透過性シートを複数枚に組み合わせることが必要であ
り、さらには、それぞれの液透過性シートが、人工経血の色を遮蔽できる構造であること
が好ましい。
【００９１】
　その構造のひとつは、遮蔽領域３０に設けられる開孔樹脂フィルムを白色化処理するこ
とである。白色化処理としては、樹脂フィルムに無機フィラーを混入することが好ましい
。吸収体１０に吸収された経血の赤色を隠蔽するためには、樹脂フィルム内において光の
赤色成分を乱反射させることが必要である。赤色を乱反射させ、さらに樹脂フィルムの白
色度を高めるには、無機フィラーとこの無機フィラーを含んでいる樹脂材料との相対屈折
率が高いことが必要である。樹脂フィルムに混合される無機フィラーである二酸化チタン
と炭酸カルシウムとを比較すると、ポリエチレン樹脂との相対屈折率は、炭酸カルシウム
が「１．５５」で二酸化チタンが「２．７１」である。よって、無機フィラーは二酸化チ
タンを用いることが好ましい。
【００９２】
　また無機フィラーの粒子の大きさが、光の赤色成分の波長の半分よりも小さくなると、
赤色を透過し、赤色に対しては透明となる。よって、無機フィラーの粒径は０．５μｍ以
上であることが必要である。また樹脂内に無機フィラーを混合するためには粒径は０．７
μｍ以下であることが好ましい。なお、樹脂内での無機フィラーの混入率の好ましい範囲
は、５～３０質量％である。
【００９３】
　色差ΔＥと光の透過率を前記範囲とするためには、遮蔽シートを構成している開孔樹脂
フィルムの少なくとも吸収体１０側の面、例えば図３と図４の構造の場合には、遮蔽シー
ト３１の折り畳みの内側に対向する面、さらには両面に、撥水処理剤が塗工されまたは練
り込まれていることが好ましい。撥水処理剤が塗工されまたは練り込まれていると、開孔
樹脂フィルムに経血が付着しずらい。逆に開孔樹脂フィルムの表面の親水度が高いと、樹
脂表面に経血が付着したときに樹脂の表面の細かな凹凸が経血により平滑化され前記凹凸
による乱反射が抑制されて、樹脂フィルムの光の透過率が高くなる。この理由から前記撥
水処理剤を用いることが好ましい。
【００９４】
　また、遮蔽領域３０に位置するいずれかの開孔樹脂フィルムの吸収体１０に向く面に、
銀や亜鉛などの金属薄膜を形成してもよい。この金属薄膜は、スパッタリングや印刷処理
により形成される。または開孔樹脂フィルムの吸収体１０に向く面に模様を印刷してもよ
い。前記面に模様を表わすインク層を形成することにより、この面に経血やその他の液が
付着しずらくなる。
【実施例】
【００９５】
　比較例および実施例として、全体がパルプで形成された吸収体の上に、遮蔽領域を形成
するための複数枚の液透過性シートを重ねたサンプルを作成した。
【００９６】



(13) JP 4523866 B2 2010.8.11

10

20

30

40

50

　（比較例１）
　液透過性シートとして３枚の不織布を重ねた。それぞれの不織布は、芯部がポリプロピ
レン樹脂で鞘部がポリエチレン樹脂の複合合成繊維で形成された、目付けが２５ｇ／ｍ２

のスルーエア不織布である。
【００９７】
　（比較例２）
　液透過性シートとして、開孔樹脂フィルムを２枚重ねた。それぞれの開孔樹脂フィルム
は、ポリエチレン樹脂で形成された坪量２５ｇ／ｍ２で、開孔面積率は２５％、平均開孔
径は０．８ｍｍであった。それぞれの開孔樹脂フィルムは、パーフォレーション法で製造
したものを用いた。
【００９８】
　（比較例３）
　液透過性シートとして、開孔樹脂フィルムを２枚重ねた。下層の開孔樹脂フィルムはポ
リエチレン樹脂で形成された坪量２５ｇ／ｍ２で、開孔面積率は１０％、平均開孔径は０
．３ｍｍであった。上層の開孔樹脂フィルムはポリエチレン樹脂で形成された坪量２５ｇ
／ｍ２で、開孔面積率は２５％、平均開孔径は０．８ｍｍであった。下層と上層の開孔樹
脂フィルムはそれぞれ、パーフォレーション法で製造したものを用いた。
【００９９】
　（実施例１）
　透液性シートとして、比較例２で用いた開孔樹脂フィルムを３枚重ねて使用した。
【０１００】
　（実施例２）
　液透過性シートとして、開孔樹脂フィルムを２枚重ねた。下層の開孔樹脂フィルムはポ
リエチレン樹脂で形成された坪量２５ｇ／ｍ２で、開孔面積率は１０％、平均開孔径は０
．３ｍｍであった。上層の開孔樹脂フィルムはポリエチレン樹脂で形成された坪量２５ｇ
／ｍ２で、開孔面積率は２５％、平均開孔径は０．８ｍｍであった。上層の開孔樹脂フィ
ルムは、パーフォレーション法で製造したものを用い、下層の開孔樹脂フィルムは、ニー
ドルパンチ法で製造したものを用いた。
【０１０１】
　（実施例３）
　液透過性シートとして、開孔樹脂フィルムを２枚重ねた。下層の開孔樹脂フィルムはポ
リエチレンおよびポリエステル樹脂で形成された坪量２５ｇ／ｍ２で、開孔面積率は２５
％、平均開孔径は０．８ｍｍであった。上層の開孔樹脂フィルムはポリエチレン樹脂で形
成された坪量２５ｇ／ｍ２で、開孔面積率は２５％、平均開孔径は０．８ｍｍであった。
下層と上層の開孔樹脂フィルムはそれぞれ、パーフォレーション法で製造したものを用い
た。
【０１０２】
（評価方法）
　目付けが２００ｇ／ｍ２のパルプの吸収体の表面に、スポイトを用いて人工経血を５ｃ
ｃ滴下し、その後に比較例と実施例の各サンプルを吸収体の表面に重ね、さらに平坦なア
クリル板を載せ、１．９６ｋＰａの圧力を１３分間与えた。加圧前の各サンプルの液透過
性シートの合計厚み（ｍｍ）と、加圧時の前記合計厚み（ｍｍ）を測定した。｛（加圧後
の厚み）／（加圧前の厚み）｝×１００（％）を厚み変動率とした。
【０１０３】
　加圧後、圧力を除去しアクリル板を除去した後に、サンプルの表面を観察した。図１１
に示すように、サンプルの表面に人工経血が滲み出ていると、（ｄ）に示すように、サン
プル表面が赤くなる。また、吸収体に吸収された人工経血がサンプルを透過して見える範
囲（ｅ）では、サンプル表面が薄い赤色に見える。（ｄ）の領域が観察されたサンプルの
評価を表面滲み「有り」とし、（ｄ）の領域が観察さえれないサンプルの評価を表面滲み
「無し」とした。
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【０１０４】
　各比較例と実施例において、（ｄ）の領域と白色部分との色差ΔＥ、および（ｅ）の領
域と白色部分との色差ΔＥを測定し、両色差ΔＥのうちの大きい値を測定値とした。また
それぞれのサンプルの光の透過率を測定した。
【０１０５】
　結果を表１に示す。
　表１から、加圧時の厚みが０．７ｍｍ以上、好ましくは１．０ｍｍ以上で、且つ加圧前
の厚みに対する加圧後の厚みの比が０．６～０．８５、好ましくは０．７から０．８５で
あれば、表面滲みが生じず、しかも色差ΔＥを２０以下にすることができ、高い遮蔽効果
を発揮できる。さらに実施例３に示すように、光線透過率が４０以下であれば、色差ΔＥ
がさらに低くなり、さらに優れた遮蔽効果を発揮できるようになる。
【０１０６】
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【表１】

【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の第１の実施の形態の吸収性物品を肌側表面から示す平面図、
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【図２】図１に示す吸収性物品のＩＩ－ＩＩ線の断面図、
【図３】図２の部分拡大図、
【図４】図３をさらに拡大した部分拡大図、
【図５】（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）は、吸収性物品の他の構造例を示す断面図、
【図６】液透過性シートの他の例を示す拡大断面図、
【図７】液透過性シートの他の例を示す拡大断面図、
【図８】遮蔽領域に設けられる液透過性シートの参考例を示す拡大断面図、
【図９】遮蔽領域に設けられる液透過性シートの参考例を示す拡大断面図、
【図１０】評価方法を説明する吸収性物品の平面図、
【図１１】評価方法を説明するサンプルの平面図、
【図１２】色差特性を説明する線図、
【図１３】色差特性と光の透過率の関係を説明する線図、
【図１４】遮蔽領域の幅寸法の評価を示す線図、
【符号の説明】
【０１０８】
１　吸収性物品
８　背面シート
１０　吸収体
２０　受液領域
２１　表面シート
２１ａ　液透過孔
２１ｂ　小壁
３０　遮蔽領域
３１　遮蔽シート
３１ａ　液透過孔
３１ｂ　小壁
３２　折り部
３３　接合部
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